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第１ 知多福祉相談センターの概要

１ 管内の概要・管内地図

  知多福祉相談センターは、知多半島全域の５市５町を所管地域とし、その総人口は

623,902 人（平成 29 年 4 月 1 日現在）、全県人口の 8.3％、面積では 391.73  、全県

面積の 7.6％を占めている。 

  知多半島は愛知県西部に位置し、名古屋市の南に突き出した半島であり、西は伊勢

湾、東は三河湾、南は伊良湖水道を通じて太平洋に面する自然豊かな環境であるが、

最南端の南知多町においても、名古屋市に 1時間程度で行けるという立地にある。ま

た、半島西部には中部国際空港もあり、生活、ビジネスともに便利な地域である。 

  産業面においては、名古屋市南部及び衣浦西部の臨海工業地帯があり、鉄鋼業やエ

ネルギー産業を中心とした製造業により、全国一の工業出荷額を誇る本県製造業の一

翼を担うとともに、古くからの窯業、繊維、食品（醸造）等の産業に加え、最近では、

半島北部のウェルネスバレーと呼ばれる地域を中心に、健康・医療・福祉に関する施

設が多数立地するなど、健康長寿分野においても全国有数の集積地となっている。 

  さらに、南部地域においては、伊勢湾の豊かな水産資源を生かした漁業とともに、

恵まれた自然景観を利用した観光・レクリエーション地域として、県民の憩いの場と

なっている。 

  2002 年に開港した中部国際空港は、24 時間運航が可能な国際空港として、世界各

国や国内の多くの都市と結び、本県を始めとして中部圏の国際物流、ビジネス交流な

どの空の玄関としての役割を果たすとともに、この地域の経済や観光を飛躍的に発展

させることが期待されている。



2　管内の人口

実　数 構成比 実　数 構成比 実　数 構成比

47,253 117,168 15,804 13 73,183 62 27,480 23

23,122 57,163 8,273 14 33,407 58 14,416 25

47,278 112,706 17,293 15 69,627 62 24,565 22

36,806 90,877 14,116 16 55,832 61 19,098 21

33,494 84,516 11,505 14 50,195 59 22,299 26

9,950 28,244 4,679 17 16,157 57 7,349 26

18,872 49,322 6,844 14 29,753 60 12,286 25

6,957 18,162 1,694 9 9,897 54 6,537 36

9,371 23,217 2,531 11 13,842 60 6,621 29

16,937 42,527 6,151 14 25,742 61 10,406 24

市部 187,953 462,430 66,991 14 282,244 61 107,858 23

郡部 62,087 161,472 21,899 14 95,391 59 43,199 27

計 250,040 623,902 88,890 14 377,635 61 151,057 24

3,125,753 7,505,526 1,011,420 13 4,599,314 61 1,813,612 24

（単位：世帯、人、％）

0　～　14　歳
年　　齢　　3　　区　　分　　人　　口

15　～　64　歳 65 歳　以上

半 田 市

（平成29年4月1日現在）

武 豊 町

美 浜 町

（注）１　　出典：統計課「愛知県人口動向調査」

　　　２　　「人口」と「年齢3区分人口の合計」が一致しないのは、年齢不詳があるため。

人 口

阿久比町

世 帯 数

東 浦 町

南知多町

常 滑 市

東 海 市

大 府 市

愛 知 県

知 多 市

管
内
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3　知多福祉相談センターの組織及び事務分掌

主事　　　2名

　 ３  児童措置等費用徴収金に関すること

　 ４  戦没者遺族等の援護に関すること

　 ５  他のグループに属さないこと

   １  児童福祉に関すること

※ 　 　 主任　　　2名  　３　障害者福祉に関すること

主事　　　2名 　 ４  介護保険に関すること

　 ５　地域福祉推進調整に関すること

　 ６  心身障害者扶養共済制度に関すること

   ７  各種福祉にかかる手当に関すること

主任　　　1名 　 ２　生活困窮者自立支援に関すること

主事　　　4名

相談員 　8名

嘱託医 　1名

主任　　5名  　２  市町相互の連絡調査、市町に対する情報提供その他必要な援助を

主事　14名 　　　行うこと

嘱託医1名  　３  児童及び家族の調査、医学的、心理学的、社会学的診断及び指導を

　　　行うこと

 　４  児童を児童福祉施設に措置し、又は里親委託に関すること

 　５  児童の一時保護に関すること

　 ６  家庭裁判所に対し、親権喪失、後見人の選任・解任の請求を行うこと

 　７  身体障害者及び知的障害者の相談に関すること

　 8  障害者受給者証に関すること

　　　　　　※　次長は、地域福祉課長を兼務。

 　１  知多福祉相談センターの総務・経理に関すること

 　５  家庭児童の相談・指導に関すること

   ２  高齢者福祉に関すること

班長）

   ３  行旅病人、行旅死亡人の取扱いに関すること

   ４  母子・父子及び寡婦の福祉に関すること

　 ７  住宅支援給付に関すること

ｸﾞﾙｰﾌﾟ班長）

（児童育成

ｸﾞﾙｰﾌﾟ班長）

　 ６  女性福祉に関すること

児童育成課長

（福祉・相談

地 域 福
祉 課 長

班長）

課長補佐

　 ２  民生委員・児童委員に関すること

主　　　幹

 　１  生活保護に関すること

（社会ｸﾞﾙｰﾌﾟ

（指導ｸﾞﾙｰﾌﾟ

課長補佐

センター長

次　　　　長

主任主査１名

主査　 ２名

主査　　　2名

　 ８　ホームレスに関すること

相談員内訳
母子・父子自立支援員1名、家庭相談員2名、女性相談員2名
生活保護就労支援相談員1名、生活困窮者自立相談支援員2名

一般職非常勤
　　　　　  　1名

主査　　3名  　１  児童に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談に関すること
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第2　地域福祉課の事業

 (1)  生活保護制度

　    生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき、社会保障のセーフティネットとしての役割を果たす。

　    生活に困窮するすべての人に、健康で文化的な生活が営めるよう必要な保護を行い、最低限度の生

   活を保障するとともに、その自立助長を図ることを目的とする。

 ア　生活保護の内容

　   生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の８種類

 イ　負担割合

     国　　３／４　　　県又は市　１／４

 ウ　管内の状況

被保護人員 医療扶助人

のうち医療 員のうち入

扶助人員の 院人員の占

占める割合 める割合

（人） （人） 計 （人） B／Ａ C／Ｂ

A （‰） B C （％） （％）

11.3 208 296 1.88 239 228 49 41 8 179 77.0 21.5

12.3 220 309 1.95 249 256 52 38 14 204 82.8 20.3

13.3 209 278 1.76 232 225 42 34 8 183 80.9 18.7

14.3 203 260 1.63 209 208 42 32 10 166 80.0 20.2

15.3 222 294 1.84 229 233 48 36 12 185 79.3 20.6

16.3 239 307 1.92 252 252 45 39 6 207 82.1 17.9

17.3 264 347 2.16 286 292 64 46 18 228 84.1 21.9

18.3 266 352 2.19 285 264 57 36 21 207 75.0 21.6

19.3 266 349 2.16 268 312 83 40 43 229 89.4 26.6

20.3 278 354 2.18 280 306 75 43 32 231 86.4 24.5

21.3 285 368 2.26 302 327 64 39 25 263 88.9 19.6

22.3 342 442 2.71 374 363 85 38 47 278 82.1 23.4

23.3 378 504 3.08 436 368 41 31 10 327 73.0 11.1

24.3 394 490 3.00 407 427 92 34 58 335 87.1 21.5

25.3 409 505 3.09 419 420 60 29 31 360 83.2 14.3

26.3 442 537 3.29 425 452 63 28 35 389 84.2 13.9

27.3 438 543 3.32 438 478 69 38 31 409 88.0 14.4

28.3 443 548 3.35 462 500 67 28 39 433 91.2 13.4

29.3 442 537 3.32 459 461 65 33 32 396 85.8 14.1

年月

　管内における保護率の状況は、平成8年3月から平成16年3月までの間は1‰台で推移したが、平成16年
度途中からは2‰を超えた保護率となり、平成22年度途中から3‰を超え、現在は3.30‰台で推移してい
る。
　これは、地域ごとに差異はあるものの、高齢者世帯の増加と不安定な雇用に起因する生活不安が主な要
因 と考えられる。保護受給の原因としては、やはり高齢者が多く、次いで傷病・障害によるものとなってい
る。
　平成29年3月の管内平均保護率は3.32‰（県福祉事務所平均3.84‰）であり、町別では、美浜町（5.13
‰）が高い保護率を示している反面、阿久比町（1.51‰）は低い保護率となっている。 なお、政令市、中核
市を含む県平均保護率は10.50‰である。

（世帯） （人）

実　　数

保
護
率

生活扶助
人員

実　　数

被保護
世帯数

被保護
人員

医　療　扶　助　人　員

入院
外

総数 入　院　（人）　

精神 その他

実　　数

1　生活保護に関すること　(所管区域　:　町)

（２）　年次別保護状況
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入院 入院外

世
帯

人
員

世
帯

人
員

世
帯

人
員

世
帯

人
員

世
帯

人
員

世
帯

人
員

人
員

世
帯

人
員

36 42 31 34 25 28 1 1 11 12 33 4 34 0 0 1.51

121 145 96 116 93 113 3 3 29 30 112 19 111 4 4 2.94

52 55 44 47 28 29 0 0 9 10 44 6 39 0 0 2.94

102 121 86 104 72 88 3 5 26 26 94 21 85 0 0 5.13

131 174 118 158 115 150 3 7 24 26 114 15 127 1 2 4.10

442 537 375 459 333 408 10 16 99 104 397 65 396 5 6 3.32

<参考>
　[保護の基準]

　  　標準３人世帯（３３歳男、２９歳女、４歳子)

保護率

平成28年度（単位：円、％）

（単位：円、％）

  ３級地－１ 128,510 125,180 125,180 ±0

支　　　出　　　額

小 計

3,719,427

生業扶助

　 平成29年度の標準３人世帯の生活扶助基準は次のとおりである。(児童養育加算及び冬季加算を除く。)

住宅扶助

合　　　　　　　　　　計

（平成29年3月31日現在）（単位：世帯）

422,563,555

区 分

東 浦 町

南知多町

保護施設事務費
及び委託事務費

22,128,406

出 産 扶 助

教 育 扶 助

住 宅 扶 助

医 療 扶 助

葬 祭 扶 助

1,138,970

介 護 扶 助

3,444,695

母子

0

0

1

2

35 9

12

保護を受け
ている者

生活扶助

南知多町

阿久比町

東 浦 町

阿久比町 21

美 浜 町

武 豊 町

合 計

75

美 浜 町

武 豊 町

364

6

1267

248合 計 60

61

生 業 扶 助

1,695,052

117,978,965

282,312

682,760

生 活 扶 助

（3）　町別保護状況

0.16

（5）　生活保護費扶助別支出額

保

護

費

区　　　分

400,435,149

0.27

（平成29年3月31日現在）（単位：世帯、人、‰）

障害者

271,492,968

　　区　　　　分　 平成27年度平成26年度 平成28年度

125,180

100.00

27.92

教育扶助

0.88

64.25

傷病者

0.07

8

13121

その他 計

52

36

2

医　療　扶　助

6

102

18

（4）　世帯類型別保護状況

介護扶助

高齢者

1

区　　　分

5.24

442

1414

平成29年度

0.82

53

94.76

0.40

対前年度伸率

構成比率

29

21 15

就労自立給付金 0 0.00

121

6
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(1)  生活困窮者自立支援制度

　    生活保護に至る前段階の生活困窮者に対して、生活困窮者自立支援法  (平成25年法律第105号)

   に基づき、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の自立の支援に関する措置を

　 講ずる ことにより、自立の促進を図ることを目的とする。

　   これまで十分ではなかった生活保護受給者以外の生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を

　 拡充するもので、平成27年4月から法律が施行された。

(2)　生活困窮者に対する事業の内容

　ア　自立相談支援事業

　　　 相談支援員等を配置し、就労その他の自立に関する課題について生活困窮者からの相談に応じ、

　　必要な情報提供及び助言を行い、事業利用のための計画作成等を行う。（必須事業）

　　　　　(国庫負担　３／４)

　イ　住宅確保給付金事業

　　　 離職により住宅を失った又はおそれが高い生活困窮者等であって、所得等が一定水準以下の者に

　　 対して、安心して就職活動ができるよう有期で住宅確保給付金を支給する。(必須事業)

　　　　　(国庫負担　３／４)

　ウ　一時生活支援事業

　　　住居のない生活困窮者に対応するため、旅館等の借り上げにより緊急一時的な宿泊場所を確保する。

　　(任意事業)

　　　　　(国庫補助　２／３)

　エ　子どもの学習支援事業 【平成29年度新規】

　　　貧困の連鎖の防止の取組として、日常的な生活習慣の取得や高校中退防止等の支援を行う。（任意

　　事業）

　　　　　(国庫補助　１／２)

(3)　職　員

　　 主任相談支援員　１名(生活保護現業員兼務)、相談支援員　２名(非常勤)

（4） 生活困窮者自立支援事業の現況

　　　 相談件数等

新規受付 延面接数
住宅確保
給付金

一時生活
支援事業

就労支援
生保就労
自立支援

その他 就　職 増　収

件 件 件 件 件 件 件 件 件

82 551 8 6 26 11 0 28 2

平成２8年度

相　　談　　数 支　援　結　果支　　　　　援　　　　　方　　　　　法

2　生活困窮者自立支援に関すること　(所管区域　:　町)
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3　高齢者福祉（介護保険制度）に関すること　（所管区域　：　市町（保険者））

      国は、平成２５年１２月に施行した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進

 　に関する法律」に基づき、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに

   地域包括ケアシステムを構築し、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進することと

   している。

      団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年（２０２５年）に向け、本県及び市町村における総合的

   な高齢者の保健福祉の推進や、介護保険制度の円滑な運営を図るため、「第６期愛知県高齢者

   健康福祉計画」（平成２７～２９年度）において、高齢者が地域で安心して暮らせるよう、①　介護

   保険サービスの充実、②　住宅医療の提供体制の整備、③　認知症高齢者支援対策の推進、④

   介護予防（要介護にならないための予防）と生きがい対策の推進、⑤　生活支援の推進、⑥　高

   齢者の生活環境の整備、⑦　地域包括ケアシステムを支える人材の確保と資質の向上の７つの

   項目を基本目標に掲げ、地域において切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築に

   向け、具体的な取組を進めることとした。

   　また、昨年度に引き続き、市町村高齢者健康福祉計画と整合を図りながら、県に設置した地域

   医療介護総合確保基金を活用し、①　地域密着型サービスの施設整備に必要な経費等の助成、

   ②　介護従事者の確保に関する事業への助成を行うこととしている。

（１）　介護保険料基準額（月額）（第１号被保険者）

市 町 等 名
第６期

介護保険事業計画  (A)
第５期

介護保険事業計画  (B)
伸び率  (A/B)

半田市 4,930円 4,980円 -1.0%

常滑市 4,950円 4,800円 +3.1%

阿久比町 4,780円 4,400円 +8.6%

南知多町 5,100円 4,400円 +15.9%

美浜町 5,100円 4,500円 +13.3%

武豊町 4,850円 4,780円 +1.5%

知多北部
広域連合

5,073円 4,934円 +2.8%

知多半島
圏域平均

5,007円 4,850円 +3.2%

愛知県平均 5,191円 4,768円 +8.9%

全国平均 5,514円 4,972円 +10.9%

※　第５期介護保険事業計画　：　平成２４～２６年度

 　　第６期介護保険事業計画　：　平成２７～２９年度

※　知多北部広域連合　：　東海市、大府市、知多市及び東浦町より構成。

4,930円 4,950円
4,780円

5,100円 5,100円
4,850円

5,073円 5,007円
5,191円

5,514円

4,000円

4,500円

5,000円

5,500円

6,000円

半
田
市

常
滑
市

阿
久
比
町

南
知
多
町

美
浜
町

武
豊
町

知
多
北
部

広
域
連
合

知
多
半
島

圏
域
平
均

愛
知
県
平
均

全
国
平
均

第６期介護保険事業計画 介護保険料基準額（月額）（第１号被保険者）
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（２）　被保険者数 （平成29年3月31日現在）（単位：人）

※　第１号被保険者　：　６５歳以上の者
　　 第２号被保険者　：　４０～６４歳までの医療保険加入者（住民基本台帳上の人口で整理）

（３）　要介護（支援）認定者数 （平成29年3月31日現在）（単位：人）

要支援1 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

829人 463人 1,184人 677人 522人 530人 345人 4,550人

380人 280人 522人 444人 350人 278人 201人 2,455人

132人 142人 155人 163人 111人 131人 72人 906人

103人 186人 138人 172人 125人 136人 120人 980人

124人 108人 232人 196人 133人 128人 69人 990人

212人 244人 326人 216人 195人 160人 103人 1,456人

1,313人 2,053人 2,264人 2,550人 1,801人 1,351人 1,158人 12,490人

3,093人 3,476人 4,821人 4,418人 3,237人 2,714人 2,068人 23,827人

　 構成比 13.0% 14.6% 20.2% 18.5% 13.6% 11.4% 8.7% 100.0%

355,823人

12,583人

14,026人

24,518人

187,582人78,477人

7,504人

14,089人

109,105人

203,844人151,979人

第２号　被保険者

40,516人

17,983人

8,615人

6,032人

第１号 被保険者

27,898人

14,871人

7,231人

計

68,414人

32,854人

15,846人

計

市町等名

市町等名

半田市

常滑市

阿久比町

南知多町

美浜町

武豊町

知多北部
広域連合

6,522人

10,429人

6,551人

半田市

知多北部
広域連合

計

阿久比町

南知多町

美浜町

武豊町

常滑市

要支援1

18.2%

要支援1

15.5%

要支援1

14.6%

要支援1

10.5%

要支援1

12.5%

要支援1

14.6%

要支援1

10.5%

要支援1

13.0%

要支援２

10.2%

要支援２

11.4%

要支援２

15.7%

要支援２

19.0%

要支援２

10.9%

要支援２

16.8%

要支援２

16.4%

要支援２

14.6%

要介護１

26.0%

要介護１

21.3%

要介護１

17.1%

要介護１

14.1%

要介護１

23.4%

要介護１

22.4%

要介護１

18.1%

要介護１

20.2%

要介護２

14.9%

要介護２

18.1%

要介護２

18.0%

要介護２

17.6%

要介護２

19.8%

要介護２

14.8%

要介護２

20.4%

要介護２

18.5%

要介護３

11.5%

要介護３

14.3%

要介護３

12.3%

要介護３

12.8%

要介護３

13.4%

要介護３

13.4%

要介護３

14.4%

要介護３

13.6%

要介護４

11.6%

要介護４

11.3%

要介護４

14.5%

要介護４

13.9%

要介護４

12.9%

要介護４

11.0%

要介護４

10.8%

要介護４

11.4%

要介護５

7.6%

要介護５

8.1%

要介護５

7.8%

要介護５

12.1%

要介護５

7.1%

要介護５

7.0%

要介護５

9.4%

要介護５

8.7%

半田市

常滑市

阿久比町

南知多町

美浜町

武豊町

知多北部

広域連合

計

要介護（支援）認定者数 構成比 （平成29年3月31日現在）
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（４）　居宅(介護予防)サービス受給者数

サービス提供月　平成29年3月分（単位：人、％）

要支援1 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

560人 356人 943人 508人 315人 256人 172人 3,110人

225人 236人 405人 350人 204人 142人 95人 1,657人

94人 116人 120人 127人 79人 75人 38人 649人

59人 139人 96人 132人 58人 47人 30人 561人

77人 71人 166人 151人 63人 45人 14人 587人

139人 198人 262人 167人 109人 72人 44人 991人

659人 1,359人 1,627人 1,918人 1,091人 599人 506人 7,759人

1,813人 2,475人 3,619人 3,353人 1,919人 1,236人 899人 15,314人

構成比 11.8% 16.2% 23.6% 21.9% 12.5% 8.1% 5.9% 100.0%

（５）　地域密着型（介護予防）サービス受給者数

サービス提供月　平成29年3月分（単位：人、％）

要支援1 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

4人 1人 281人 165人 89人 78人 47人 665人

4人 4人 96人 73人 57人 31人 27人 292人

1人 6人 38人 36人 22人 21人 4人 128人

1人 3人 37人 44人 22人 26人 29人 162人

0人 1人 14人 18人 5人 10人 3人 51人

0人 0人 62人 31人 19人 19人 5人 136人

1人 12人 376人 422人 331人 161人 130人 1,433人

11人 27人 904人 789人 545人 346人 245人 2,867人

構成比 0.4% 0.9% 31.5% 27.5% 19.0% 12.1% 8.6% 100.0%

（６）　施設サービス受給者数

サービス提供月　平成29年3月分（単位：人、％）

構成比

※　介護療養型医療施設については、従前において廃止（転換）期限が平成２３年度末であったが、改正
　　介護保険法（平成２４年４月施行）に基づき平成２９年度末まで延長されることとなった。

2,171人 1,557人 74人 3,802人

237人

1,066人 768人 33人 1,867人

124人 63人 13人 200人

147人 47人 18人 212人

76人 73人 2人 151人

201人 187人 5人 393人

407人 333人 2人 742人

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 計

市町等名

半田市

常滑市

阿久比町

南知多町

美浜町

武豊町

知多北部広域連合

計

市町等名

半田市

常滑市

阿久比町

南知多町

美浜町

武豊町

知多北部広域連合

計

市町等名

半田市

常滑市

阿久比町

南知多町

美浜町

41.0% 1.9% 100.0%

武豊町

知多北部広域連合

計

57.1%

150人 86人 1人

 9



4　障害者福祉に関すること

      「第４期愛知県障害福祉計画」（平成２７～２９年度）において、平成２９年度末までに、① 居住支援機能と地域

   支援機能を一体化し、障害者の支援機能を集約した拠点又は個々の機関が有機的に連携した面的な体制であ

   る地域生活支援拠点等を、各市町村又は各障害保健福祉圏域に少なくとも一つ整備すること、② 保健所が医療

   と福祉を結びつけ、相談支援事業者及び精神科病院のケースワーカーとともに、入院中の精神障害者の地域移

   行・地域定着を支援すること等について推進することとしている。

   　 また、平成１６年に改正された障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化する目的で、平成２５年６月に、

   「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定（平成２８年４月施行）された。

　　  この法律の趣旨を広く周知し、差別の解消を推進することを目的として、平成２７年１２月２２日に「愛知県障害

　 者差別解消推進条例」が施行され、県・県民・事業者の責務、県・事業所における差別の禁止、相談及び紛争の

　 防止等のための体制の整備、協議会の設置及び職員が適切に対応するための要領等が規定され、平成２８年１

   月１日には、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供、監督者の責務、懲戒処分、相談体制の整備及び

   研修啓発等が規定された「職員対応要領」が施行された。

      この他、平成２８年３月に、人と人とのつながり、支え合いにより、誰もが健やかで健康に暮らせる社会の実現を

    めざすことを基本理念とした、平成３２年度までの５か年を計画期間とする「あいち健康福祉ビジョン2020」が策定

　　された。

（１）　身体障害者手帳の所持状況　（所管区域　：　市町）

身体障害者福祉法による身体障害者手帳の所持状況は、次のとおりである。 （平成29年4月1日現在）

総人口(人)

（A） 　１　級 　２　級 　３　級 　４　級 　５　級 　６　級 　計（B） (B)/(A)

半 田 市 117,168 1,068 573 819 740 215 154 3,569 3.05%

常 滑 市 57,163 449 250 387 424 124 82 1,716 3.00%

東 海 市 112,706 1,016 467 813 811 227 195 3,529 3.13%

大 府 市 90,877 636 383 501 547 131 176 2,374 2.61%

知 多 市 84,516 702 348 550 628 131 99 2,458 2.91%

市　計 462,430 3,871 2,021 3,070 3,150 828 706 13,646 2.95%

阿久比町 28,244 236 91 194 203 42 49 815 2.89%

東 浦 町 49,322 410 247 336 324 97 73 1,487 3.01%

南知多町 18,162 261 127 198 231 63 48 928 5.11%

美 浜 町 23,217 227 109 185 180 50 31 782 3.37%

武 豊 町 42,527 427 182 268 266 74 48 1,265 2.97%

町　計 161,472 1,561 756 1,181 1,204 326 249 5,277 3.27%

圏域計 623,902 5,432 2,777 4,251 4,354 1,154 955 18,923 3.03%

身体障害者手帳交付台帳登載数（人）
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(２)　療育手帳の所持状況　（所管区域　：　市町）

知的障害児（者）に対して交付する療育手帳の所持状況は、次のとおりである。 （平成29年4月1日現在）

総人口(人)

（A） 重 度 中 度 軽 度 計　(B) (B)/(A)

半 田 市 117,168 331 279 319 929 0.79%

常 滑 市 57,163 145 121 145 411 0.72%

東 海 市 112,706 306 241 321 868 0.77%

大 府 市 90,877 210 160 222 592 0.65%

知 多 市 84,516 223 139 207 569 0.67%

市　計 462,430 1,215 940 1,214 3,369 0.73%

阿久比町 28,244 72 50 57 179 0.63%

東 浦 町 49,322 157 95 111 363 0.74%

南知多町 18,162 54 27 25 106 0.58%

美 浜 町 23,217 62 35 55 152 0.65%

武 豊 町 42,527 104 79 117 300 0.71%

町　計 161,472 449 286 365 1,100 0.68%

圏域計 623,902 1,664 1,226 1,579 4,469 0.72%

（３）　精神障害者保健福祉手帳の所持状況　（所管区域　：　市町）

精神保健福祉法による精神障害者保健福祉手帳の所持状況は、次のとおりである。 （平成29年4月1日現在）

総人口(人)

（A） 　１　級 　２　級 　３　級 計　(B) (B)/(A)

半 田 市 117,168 132 592 216 940 0.80%

常 滑 市 57,163 51 241 102 394 0.69%

東 海 市 112,706 75 415 173 663 0.59%

大 府 市 90,877 63 412 180 655 0.72%

知 多 市 84,516 73 300 142 515 0.61%

市　計 462,430 394 1,960 813 3,167 0.68%

阿久比町 28,244 28 106 40 174 0.62%

東 浦 町 49,322 55 228 91 374 0.76%

南知多町 18,162 43 121 21 185 1.02%

美 浜 町 23,217 31 141 31 203 0.87%

武 豊 町 42,527 45 170 58 273 0.64%

町　計 161,472 202 766 241 1,209 0.75%

圏域計 623,902 596 2,726 1,054 4,376 0.70%

療育手帳所持者数（人）

精神障害者保健福祉手帳所持者数（人）
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（４）　愛知県知多障害保健福祉圏域会議

ア　設置根拠
　　　愛知県知多障害保健福祉圏域会議設置要綱
　　　（平成20年6月30日付け20知福第363号。最終改正：平成24年4月1日)

イ　目　的
　　　知多障害保健福祉圏域における障害者等の相談支援体制等に関する課題や情報の共有、課題の
　　解決に向けた検討及び障害福祉計画の検証と策定支援を行うことを目的とする。

ウ　検討事項
　　 （ア）　地域の相談支援体制に関すること。
　　 （イ）　市町村自立支援協議会の運営に関すること。
　　 （ウ）　障害福祉計画における圏域の障害福祉サービス見込量に対する利用実績及び基盤整備状況に
　　　　　関すること。
　　 （エ）　地域のネットワーク構築に関すること。
　　 （オ）　困難事例への対応に関すること。
　　 （カ）　地域における専門的支援（障害児支援、権利擁護、就労支援、地域生活移行・定着支援など）に
　　　　　関すること。
　　 （キ）　圏域内の市町村を通ずる広域的な課題に関すること。
　　 （ク）　その他圏域会議の目的を達成するために必要な事項。

エ　組　織
　　　愛知県知多福祉相談センター長が、以下に掲げる者の中から検討事項の内容に応じ必要と認める者
　　を招集する。

　　　　市町障害保健福祉担当職員、相談支援従事職員（相談支援専門員）、障害児等療育支援事業所
　　　　職員、就業・生活支援センター職員、障害福祉サービス事業所職員、知多地域成年後見センター
　　　　職員、知多圏域を担当する地域アドバイザー業務従事者、知多福祉相談センター地域福祉課職員、
　　　　知多圏域保健所職員

オ　開催状況（平成２８年度）
　　 （ア）　平成２８年度 第１回 愛知県知多障害保健福祉圏域会議

日 時
場 所

議 題

　　 （イ）　平成２８年度 第２回 愛知県知多障害保健福祉圏域会議
日 時
場 所

議 題

　　 （ウ）　平成２８年度 第３回 愛知県知多障害保健福祉圏域会議
日 時
場 所

議 題

カ　その他
　　　愛知県知多障害保健福祉圏域会議の専門部会的な位置づけで、平成２２年度から開始し、精神障害の
　　課題に関する意見交換会を開催している。平成２８年度は、医療機関、相談支援事業所及び行政が、
　　精神障害者の地域移行・地域定着支援研修会を開催し、入院中の精神障害者の地域移行支援のため
　　方法について検討した（年５回実施）。平成29年度より「精神保健福祉部会」に名称変更。

平成２８年６月８日（水）　14:00～16:00
大府市役所　２階　２０３・２０４会議室

・　平成２８年度 愛知県知多障害保健福祉圏域会議開催計画について
・　精神保健福祉意見交換会の開催状況・開催計画について
・　「計画相談支援」及び「障害者虐待」に係る対応状況について
・　障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組状況について
・　地域生活支援拠点の整備の検討状況について

平成２８年１０月５日（水）　14:00～16:00

・　第４期障害福祉計画の実績について
・　精神保健福祉意見交換会の開催状況について
・　半田区検察庁の障害者の再犯防止の取り組みについて
・　地域の障害児支援体制の整備について
・　障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組状況について
・　「計画相談支援」及び「障害者虐待」に係る対応状況等について
・　地域生活支援拠点の整備の検討状況等について
・　平成29年度 圏域会議開催計画について

地域交流センター　２階　多目的ホールＡ

・　「計画相談支援」及び「障害者虐待」に係る対応状況等について
・　障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組状況について
・　地域生活支援拠点の整備の検討状況等について
・　精神保健福祉意見交換会の開催状況について
・　地域の障害児支援体制の整備について

平成２９年３月８日（水）　14:00～16:00
東浦町文化センター　１階　ホール
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（5）　特別障害者手当等の支給状況（所管区域 ： 町）

ア　目　　的

在宅で常時介護を必要とする重度の障害者に手当を支給し、経済的負担の軽減を図る。

　　　（事業開始　昭和61年度）

イ　支給要件等

負 担 率  ・国手当：3／4、県1／4

・県手当：県10／10…国の手当に対する加算

　　 上記の国の手当受給者のうち、Ａ種又はＢ種に該当する者に対して、

　県の手当を加算して支給する。

 　　Ａ種……身体障害1～2級かつＩＱ35以下の合併

　　 Ｂ種……身体障害1～2級又はＩＱ35以下

ウ　所得制限

支給対象者であっても、次のような所得があったときは、支給されない。

エ　支給時期

年４回（５月、８月、11月、２月）

213,000円加算

4,364,000 4,744,000 380,000円加算

配偶者
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000

　　　　〃

扶養義務者

3 人 4人以上

受給資格者
円 円 円 円 1人増すごとに

3,604,000 3,984,000

20歳以上で、従来の福祉手当受給者

のうち、特別障害者手当、障害基礎

年金のいずれも受給していない在宅

の者（障害程度は障害児福祉手当と

同じ）

21,480
15,730

20歳未満で、精神又は身体に重度の

障害があるため、日常生活において

常時の介護を必要とする在宅の者

（  経 過 的  ）
福　祉　手　当

14,580

おいて常時特別の介護を必要とする

在宅の者

扶養親族の数 0 人 1 人 2 人

特別障害者手当 26,810

区　　　　　　　分
手当月額（単位：円）

国手当 県手当 計

Ａ種
Ｂ種

6,900
1,150

Ａ種
Ｂ種

21,480
15,730

33,660
27,860

Ａ種
Ｂ種

6,850
1,050

Ａ種
Ｂ種

障害児福祉手当 14,580
Ａ種
Ｂ種

6,900
1,150

Ａ種
Ｂ種

20歳以上で、精神又は身体に著しく

重度の障害があるため、日常生活に

13



A種 1 12 3 (1) 5 (1) 6 27 (2)

B種 20 (1) 22 (4) 23 18 21 (1) 104 (6)

C種 1 1 2

小計 21 (1) 35 (4) 26 (1) 23 (1) 28 (1) 133 (8)

A種 4 (2) 11 (1) 1 4 20 (3)

B種 5 15 (3) 4 4 (1) 10 38 (4)

C種 1 1 ()

小計 9 (2) 26 (4) 4 5 (1) 15 () 59 (7)

A種 0

B種 1 2 2 3 8

C種 0

小計 1 0 2 2 3 8

31 (3) 61 (8) 32 (1) 30 (2) 46 (1) 200 (15)

【　特　別　障　害　者　等　手　当　受　給　状　況　】

阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町

手 当

合　　　計
区 分

手　当　受　給　資　格　者　数

武豊町

平成29年3月31日現在（単位：人）

（注）　（　）内は支給停止者、再掲

合　　　　　　　計

経過的福祉

手 当

特別障害者

手 当

障害児福祉
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【　在　宅　重　度　障　害　者　手　当　受　給　状　況　】

半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 合　計

21 1 3 6 7 1 7 1 3 3 53

(3) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (5)

1,089 470 918 694 706 214 476 206 199 407 5,379

(39) (14) (54) (36) (30) (5) (19) (8) (0) (17) (222)

1,110 471 921 700 713 215 483 207 202 410 5,432

(42) (14) (54) (36) (31) (5) (19) (8) (1) (17) (227)

　　　  在宅の重度障害者に、重度の障害ゆえに生ずる負担軽減の一助となるよう県単独で手当を支給し、

１種重度障害者

　     　・受給資格者の前年の所得が　3,604,000円以上であるとき

２種重度障害者

（6）　在宅重度障害者手当（単県）の支給状況（所管区域　：　市町）

（注）　（　）内は支給停止者、内数

2種重度障害者

合 計

１種重度障害者

　ウ　所得制限

・１級又は２級の身体障害者手帳を有する者

・知能指数が３５以下と判定され、療育手帳の交付を受

障　　害　　の　　区　　分

15,500円

（平成29年4月17日現在）（単位：人）

区　　　　　　　　分

　     　・配偶者等扶養義務者の前年の所得が　6,287,000円以上であるとき

　エ　支給時期

　　　   年３回（４月、８月、１２月）

　 　 　支給対象者であっても、次のような所得があったときは、支給されない。

6,750円

　けた者

・３級の身体障害者手帳を有し、かつ知能指数が５０以

 下と判定され、療育手帳の交付を受けた者

（６５歳以上になってから新たに障害者となった者を除く）

　ア　目　　的

１級又は２級の身体障害者手帳を有し、かつ知能指数

が３５以下と判定され、療育手帳の交付を受けた者

　　 福祉の増進を図る。（（５）の国の手当の受給者を除く）（事業開始　昭和４５年度）

　イ　事業内容

手　当　月　額
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　　　 　県

半 田 市 40 10 3 0 26 1

常 滑 市 23 6 0 1 16 0 　・加入は2口まで。

東 海 市 39 5 0 2 31 1 　　2口加入にあっては、

大 府 市 31 9 0 0 22 0 　　1口目と同額が加算される。

知 多 市 31 9 1 2 19 0 　・年金（保護者死亡後）

阿久比町 13 3 0 0 10 0 　　1口当たり　　月額2万円

東 浦 町 25 6 0 1 18 0 　・弔慰金（障害者死亡）

南知多町 10 0 2 0 7 1 　　1口当り　　3～25万円

美 浜 町 11 3 0 0 8 0 　・脱退一時金

武 豊 町 16 6 2 0 8 0 　　1口当たり　　4.5～25万円

合 計 239 57 8 6 165 3

＜掛金月額＞

 (7)　心身障害者扶養共済制度への加入状況（所管区域　：　市町）

区　　分

　 　が死亡又は重度障害となった場合に障害者に年金を支給することにより生活の不安をやわらげる。

備　　　　　　　　　　考

　　 イ　実施主体

障害者を扶養している保護者にとって最大の不安は、自己の死亡後に残された障害者の生活の問

題である。このような保護者の不安を軽減するため、保護者が健康なうちに掛金を拠出し、その保護者

　 　（事業開始　昭和４５年度）

　　ア　目　　　的

　55歳以上60歳未満の者

　60歳以上65歳未満の者

18,800

20,700

23,300

9,300　35歳未満の者

　50歳以上55歳未満の者

　35歳以上40歳未満の者

　40歳以上45歳未満の者

掛 金 の 状 況

加入者数 加入者全
額 負 担

50％免除

（平成29年４月１日現在）（単位：人）

100％免除 その他

　45歳以上50歳未満の者

70％免除

加入時における年齢区分 　金　　　　　　　　額

11,400

14,300

17,300

（単位：円）
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5 民生委員・児童委員に関すること

民生委員は、社会福祉関係法に関する協力機関であると同時に社会奉仕の精神を持って、常に

住民の立場に立って相談に応じ、援助を必要とする者が、その有する能力に応じて自立した日常

生活を営むことができるように生活に関する助言その他の援助を行っている。 

また、民生委員は児童福祉法により児童委員を兼ねており、要保護児童の福祉及び福祉事務所

等の行政機関への連絡、協力業務など広範囲の任務を担っている。児童委員活動のさらなる推進

を図るため、主任児童委員制度が平成 6年 1月 1日に創設された。 

なお、任期は 3年となっており、平成 28年 12 月１日に一斉改選された。 

(1) 配置状況(所管区域 ： 市町)                         

 平成２９年４月１日現在 

市 名 定 数 （ 人 ） 協 議 会 数 町 名 定 数 （ 人 ） 協 議 会 数

半 田 市  １６７(17)     ８  阿 久 比 町   ４４( 3)     １ 

常 滑 市 ９２( 8)     ４ 東 浦 町   ７１( 4)     １ 

東 海 市  １４０(12)     ５ 南 知 多 町   ５１( 3)     １ 

大 府 市  １４６(16)     ８ 美 浜 町   ４３( 2)     １ 

知 多 市 １１８(11)     ５ 武 豊 町   ４７( 3)     １ 

市 計 ６６３(64)    ３０ 町 計  ２５６(15)     ５  

 合  計  ９１９(79)    ３５ 

（注）（ ）内の数字は主任児童委員数の内数を示したもの



(2)　民生委員・児童委員活動状況 (平成２８年度)

内容別相談・支援件数
民生委員・
児童委員

主 任 児
童 委 員
（再 掲）

分野別相談・支援件数
民生委員・
児童委員

主 任 児
童 委 員
（再 掲）

在宅福祉 396 0 高齢者に関すること 3,705 0

介護保険 107 0 障害者に関すること 433 1

健康・保健医療 126 1 子どもに関すること 1,778 780

子育て・母子保健 741 635 その他 1,048 6

子どもの地域生活 498 109 計 6,964 787

子どもの教育・学校生活 561 38

生活費 556 0

年金・保険 45 0

仕事 38 0 調査・実態把握 2,563 71

家族関係 128 1 行事・事業・会議への参加協力 8,260 535

住居 47 0 地域福祉活動・自主活動 8,796 574

生活環境 222 0 民児協運営・研修 4,536 294

日常的な支援 2,180 0 証明事務 369 0

その他 1,319 3 要保護児童の発見の通告・仲介 76 9

計 6,964 787 計 24,600 1,483

その他活動件数
民生委員・
児童委員

主 任 児
童 委 員
（再 掲）

（単位：件）
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6　児童福祉に関すること

（１）　子ども会の状況　（所管区域　：　市町）

  子ども達が自主的な遊びや行事を通じて地域の子ども達の自主性と社会性を高め、日常生活を健全
で豊かなものにし、もって地域社会における児童の福祉の増進を図る。

【子ども会設置状況】
 平成29年4月1日現在

※半田市はＨ27年3月より愛知県子ども会連絡協議会活動を休会中のため、半田市で把握している子ども会数及び会員数を記載。

※東浦町はＨ28年3月に愛知県子ども会連絡協議会を脱退したため、町で管理している子ども会数及び会員数を記載。

　　　児童に健全な遊びの場を与えて、健康を増進し情操を豊かにするための施設として設置されている。
    （事業開始　児童館…昭和３８年度、児童ｾﾝﾀｰ…昭和５３年度､児童遊園…昭和４０年度）

（３）　放課後児童対策事業の状況　（所管区域　：　市町）　

　　昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等に対して、適切な遊びや生活の場を与える。
　　（事業開始　平成３年度）

区分
児童館 児童遊園

児童館 児童センター 児童遊園 交通児童遊園

市名
愛知県子ども会連絡
協議会単位子ども会数

会員数 町名
愛知県子ども会連絡
協議会単位子ども会数

会員数

※半田市 9クラブ 757人 阿久比町 24クラブ 1,778人

常滑市 16クラブ 1,446人 ※東浦町 18クラブ 855人

東海市 80クラブ 5,256人 南知多町 1クラブ 84人

大府市 114クラブ 3,963人 美浜町 10クラブ 584人

知多市 55クラブ 3,574人 武豊町 14クラブ 948人

市計 274クラブ 14,996人 町計 67クラブ 4,249人

合計 341クラブ 19,245人

（２）　児童厚生施設（児童館・児童遊園）の設置状況　（所管区域　:　市町）

半田市 ― ７か所 ６か所 ―

常滑市 ６か所 ２か所 ７か所 ―

東海市 １４か所 ― ５か所 ―

大府市 ― ９か所 １か所 ―

知多市 ― １か所 １０か所 ―

阿久比町 １か所 ― ― ―

東浦町 ― ７か所 ― ―

南知多町 ― ― ― ―

美浜町 １か所 ― １２か所 ―

武豊町 ４か所 ― ３か所 ―

合計 ２６か所 ２６か所 ４４か所 ―

【放課後児童クラブ設置状況】

５
クラブ

平成29年5月1日現在　

区分 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 東浦町

放課後
児童
クラブ数

１９
クラブ

１２
クラブ

１５
クラブ

１２
クラブ

１１
クラブ

７
クラブ

平成29年4月1日現在　

２
クラブ

２
クラブ

４
クラブ

８９
クラブ

美浜町 武豊町 合計南知多町
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　　保護者の就労・疾病などにより家庭で保育することのできない乳幼児を、保護者からの申込みにより
　保育を実施し、児童の福祉の増進を図る。

 平成29年4月1日現在

入所児童
保育実
施児童

入所児童
保育実
施児童

人 人 人 人 人 人
高根　　 　保育園 半田市 180 101 101 一番畑 　保育園 東海市 200 179 169

花園   〃 〃 200 173 173 名和　　    〃 〃 200 166 157

協和       〃 〃 120 88 88 名和東     〃 〃 139 124 116

岩滑北    〃 〃 120 104 104 渡内　    〃 〃 200 157 143

清城      〃 〃 190 117 117 平洲      〃 〃 180 170 160

葵　       〃 〃 170 134 134 木庭      〃 〃 125 94 90

有脇      〃 〃 130 104 104 みどり    〃 〃 115 83 82

乙川      〃 〃 210 178 178 明倫      〃 〃 130 99 94

東　　     〃 〃 230 148 148 富木島     〃 〃 115 95 88

横川　     〃 〃 200 163 163 東山　     〃 〃 210 197 179

平地　　    〃 〃 180 184 184 大田　　    〃 〃 184 162 153

白山　     〃 〃 90 65 65 高横須賀   〃 〃 146 134 130

修農　     〃 〃 60 50 50 横須賀    〃 〃 112 93 84

岩滑こども園 〃 160 152 121 養父　    〃 〃 153 136 130

板山こども園 〃 205 184 148 加木屋    〃 〃 210 178 169

半田同胞園保育所 社会福祉法人 261 237 237 三ツ池    〃 〃 161 134 125

住吉こども園 〃 120 120 117 大堀　    〃 〃 206 180 170

あさひ　　 保育園 〃 30 31 31 加木屋南　 〃 〃 159 142 131

のぞみが丘〃 ＮＰＯ法人 50 48 48 Memory tree名和北 〃 株式会社 19 13 13

みらい　   〃 〃 75 75 75 計 19か所 公18私1 2,964 2,536 2,383

花・はなベビーハウス 〃 15 13 13 85.6% 80.4%

おひさま保育園 社会福祉法人 18 10 10

計 22か所 公15私7 3,014 2,479 2,409

82.2% 79.9%

三和南　　保育園 常滑市 130 118 87

三和西    〃 〃 150 108 103

鬼崎北    〃 〃 180 127 103

鬼崎中    〃 〃 100 57 29

鬼崎西   〃 〃 136 103 90

鬼崎南    〃 〃 180 158 138

瀬木      〃 〃 230 206 186

常石     〃 〃 110 101 72

丸山     〃 〃 180 129 116

西浦南    〃 〃 110 81 63

小鈴谷    〃 〃 120 72 55

青海こども園 〃 70 11 11

SAKAI　　保育園 NPO法人 50 45 41

波の音こども園 社会福祉法人 135 127 127

風の丘こども園 社会福祉法人 183 185 185

計 15か所 公12私3 2,064 1,628 1,406

78.9% 68.1%

半
田
市

入所率（現員B/定員A）

常
滑
市

入所率（現員B/定員A）

現　　員　　B

（４）　保育所（保育所型・幼保連携型こども園を含む）設置状況　（所管区域　：　市町）

市
名

名　称 設置者 定員A
市
名

名　称 設置者 定員A
現　　員　　B

東
海
市

入所率（現員B/定員A）
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入所児童
保育実
施児童

入所児童
保育実
施児童

人 人 人 人 人 人

大府　 　保育園 大府市 310 254 252 英　　 　保育園 阿久比町

柊山　　    〃 〃 200 186 169 草木       〃 〃 160 122 112

桃山     〃 〃 135 111 105 北原       〃 〃

横根　    〃 〃 135 108 104 宮津       〃 〃 260 211 187

北崎      〃 〃 110 82 80 城山       〃 〃 90 60 47

追分      〃 〃 150 122 121 英比       〃 〃 260 221 210

共長  　  〃 〃 130 113 109 東部       〃 社会福祉法人 120 117 117

長草      〃 〃 105 81 78 中部       〃 〃 90 81 74

吉田　     〃 〃 140 108 103 南部       〃 〃 110 95 90

米田　     〃 〃 125 83 78 ひなた　　〃 〃 30 34 34

若宮　　    〃 〃 205 143 139 SAKURA　〃 NPO法人 64 27 27

荒池　　　  〃 〃 100 103 97 計 9(2)か所 公4(2)私5 1,184 968 898

共和東    〃※ 〃 200 187 176 81.8% 75.8%

共和　    〃 社会福祉法人 180 168 167 森岡    保育園 東浦町 90 64 14

大府西こどもの城 学校法人 30 23 23 森岡西    〃 〃 180 137 82

大府大和キッズ保育園 〃 60 31 31 緒川       〃 〃 300 252 150

計 16か所 公13私3 2,315 1,903 1,832 緒川新田 〃 〃 220 131 83

82.2% 79.1% 石浜       〃 〃 300 219 124

岡田　 　保育園 知多市 90 62 62 石浜西    〃 〃 280 232 149

新舞子    〃 〃 200 170 169 生路       〃 〃 170 125 61

八幡     〃 〃 150 130 130 藤江       〃 〃 250 174 115

佐布里    〃 〃 120 107 107 計　8か所 公8私0 1,790 1,334 778

新知      〃 〃 165 139 139 74.5% 43.5%

新田      〃 〃 220 186 185 内海    保育所 南知多町 170 112 104

日長  　  〃 〃 100 82 82 かるも     〃 〃 100 89 85

寺本      〃 〃 180 138 136 師崎       〃 〃 90 36 32

つつじが丘〃 〃 170 126 126 大井       〃 〃 90 40 36

日長台     〃 〃 180 116 116 日間賀    〃 〃 90 45 44

岡田西　    〃 〃 160 140 140 篠島    保育園 社会福祉法人 60 51 51

南粕谷　　  〃 〃 150 110 110 計 6か所 公5私1 600 373 352

朝倉　    〃 社会福祉法人 110 106 106 62.2% 58.7%

ゆめ　    〃 NPO法人 28 25 25

計 14か所 公12私2 2,023 1,637 1,633

80.9% 80.7%

南
知
多
町

入所率（現員B/定員A）

※　共和東保育園：大府市が設置し、株式会社が
　　 受託運営を行っている。

大
府
市

入所率（現員B/定員A）

阿
久
比
町

入所率（現員B/定員A）

H２５．４．１から休止中

市
名

名　称

H２５．４．１から休止中

東
浦
町

入所率（現員B/定員A）

知
多
市

設置者 定員A

入所率（現員B/定員A）

現　　員　　B 町
名

名　称 設置者 定員A
現　　員　　B

21



入所児童
保育実
施児童

人 人 人

布土    保育所 美浜町 80 67 42

河和北    〃 〃 220 225 154

南部       〃 〃 90 36 28

野間       〃 〃 110 54 40

奥田       〃 〃 110 65 43

上野間    〃 〃 110 75 48

計 6か所 公6私0 720 522 355

72.5% 49.3%

南       保育園 武豊町 99 90 66

富貴       〃 〃 160 150 97

北          〃 〃 212 205 128

西          〃 〃 208 193 122

六貫山    〃 〃 188 175 115

中山       〃 〃 196 190 135

東大高    〃 〃 88 84 60

北中根    〃 〃 182 173 107

竜宮       〃 〃 60 41 27

わかば    〃 〃 60 40 21

このみ    〃 ＮＰＯ法人 27 18 18

計 11か所 公10私1 1,480 1,359 896

91.8% 60.5%

入所率（現員B/定員A）

美
浜
町

入所率（現員B/定員A）

武
豊
町

＊（　）は、休止施設数で、外数。

町
名

名　称 設置者 定員A
現　　員　　B
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ウ　所得の限度額

エ　手　当　額

年３回（４月、８月、１２月）

ア　目　　　的
　　 ひとり親家庭において児童を監護している母または、児童を監護しかつ生計を同じくしている
父、
　あるいは父母により監護等されていない児童を養育する者に、手当を支給することにより、児童の
福
　祉増進を図る。（事業開始　昭和36年度）

イ  支給要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童に障害がある場合は、20歳未

（ア）　父母が婚姻を解消した児童
（イ）　父又は母が死亡した児童
（ウ）　父又は母が重度の障害にあたる児童
（エ）　父又は母の生死が明らかではない児童

児童１人増すごとに5,990円

10円単位

10円単位

　42,280円～9,990円

全部支給者

（キ）　父又は母が引き続き１年以上拘禁されている児童
（ク）　婚姻によらないで生まれた児童（※ひとり親）
（ケ）　その他アからクに該当するか明らかでない児童

一部支給停止者

配　偶　者

3　人

3,120,000

3,060,000

9,980円～5,000円

5,980円～3,000円

42,290円

（オ）　父又は母から引き続き１年以上遺棄されている児童

児童１人の場合

児童２人の場合の加算額 9,990円

児童３人以上の場合の加算額

380,000円加算

（カ）　父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童

（５）　児童扶養手当の支給状況（所管区域　：　町）

扶養親族等の数

全部
支給

0　人

円

1　人

平成29年4月1日現在

380,000円加算

円 1人増すごとに

2　人 4人以上

円

950,000

オ　支給時期

一部
支給

扶養義務者

　　　〃
3,500,000

10円単位

380,000円加算

1,330,000190,000
受　 給

570,000

区　　　　分

2,360,000

円

2,740,000

1,920,000資格者

平成29年度額

2,300,000 2,680,000
　　　〃
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＜受給資格者別＞ 平成２９年3月31日現在 （単位：人）
阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 合計

支給対象児童数 1,356

<支給要件別>

離婚 その他

779 0 5 74 8 1 23 890
(87.5) (0.0) (0.6) (8.3) (0.9) (0.1) (2.6) (100.0)

(注) （　）内は構成比
(注)　全部支給停止者を除く。

<受給者数の推移> （単位：人）
平成25年
3月末

平成26年
3月末

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年　　
　3月末

1,085,552 1,075,336 1,058,663 1,037,724 1,009,844
51,589 51,302 50,952 49,059 49,059

　 918 930 920 887 890
(出典) 全国及び愛知県数値は厚生労働省「福祉行政報告例」
　　 ただし、平成29年3月末の全国･愛知県数値は概数

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/38-1a.html

(注) 全部支給停止者を除く。

平成２９年3月31日現在（単位：人、％）

150 281 112 150 322 1,015

21 31 12 22 39 125

439

129 250 100 128 283 890

受給者数 115 49 58 145

小計(A)

【　児　童　扶　養　手　当　　受　給　状　況　】

未婚 障害者 遺棄 その他

全部支給

一部支給停止

合計(A+B)

死別

区分

全国
愛知県

合計
生別

全部支給停止(B)

　 ※　愛知県は、名古屋市、中核市を含んだ県内全市町村の合算値

57 135 51 70 138 451

72

知多福祉相談センター
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円 円 円

オ　支給時期

     　年３回（４月、８月、11月）

4　人　以　上

エ　手　当　額

（６）　特別児童扶養手当の支給状況（所管区域　：　市町）

       １級該当者　　　１人月額　　51,450円

5,736,000

6,962,000

1人増すごとに

   380,000円加算

　　　〃

   213,000円加算扶養義務者

0　人 1　人 2　人

5,356,000

6,749,000

円

4,596,000

6,287,000

4,976,000

平成29年4月１日現在

       ２級該当者　　　１人月額　　34,270円

ア　目　　的
　 　家庭において介護されている身体または精神に障害のある児童（20歳未満）の保護者に手当を
　 支給することにより障害児の福祉の増進を図る。（事業開始　昭和39年度）

イ　支給要件
     （ア）　身体または精神に重度の障害がある20歳未満の児童（１級該当児）
　　   　　〔療育（愛護）手帳A（1・2度）程度、身体障害者手帳1・2級程度〕
     （イ）　身体または精神に中度の障害がある20歳末満の児童（2級該当児）
　　   　　〔療育（愛護）手帳B（3度）程度、身体障害者手帳3・4（一部）級程度〕

ウ　所得の限度額

扶養親族等の数 3　人

6,536,000

受給資格者

配  偶  者
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身体障害 精神障害 重複障害

1級 22 82 0 104 (53.6)

2級 12 78 0 90 (46.4)

計 34 160 0 194 (100.0)

1級 5 35 0 40 (37.0)

2級 7 61 0 68 (63.0)

計 12 96 0 108 (100.0)

1級 16 83 1 100 (51.5)

2級 20 74 0 94 (48.5)

計 36 157 1 194 (100.0)

1級 13 49 2 64 (50.8)

2級 11 51 0 62 (49.2)

計 24 100 2 126 (100.0)

1級 9 55 0 64 (57.1)

2級 14 34 0 48 (42.9)

計 23 89 0 112 (100.0)

1級 2 17 0 19 (50.0)

2級 3 16 0 19 (50.0)

計 5 33 0 38 (100.0)

1級 5 40 1 46 (56.1)

2級 6 30 0 36 (43.9)

計 11 70 1 82 (100.0)

1級 4 7 0 11 (45.8)

2級 4 9 0 13 (54.2)

計 8 16 0 24 (100.0)

1級 2 14 0 16 (43.2)

2級 3 18 0 21 (56.8)

計 5 32 0 37 (100.0)

1級 2 28 0 30 (46.2)

2級 6 29 0 35 (53.8)

計 8 57 0 65 (100.0)

1級 80 410 4 494 (50.4)

2級 86 400 0 486 (49.6)

166 810 4 980 (100.0)

(16.9) (82.7) (0.4) （100.0）

(注)　（　）内は構成比

半 田 市 35182

常 滑 市 9

東 海 市 28

95

182

【　特　別　児　童　扶　養　手　当　受　給　状　況　】

区 分 受給者数 級別
支給対象対象児童数

平成29年3月31日現在（単位：人、％）

支　　　給
停止者数計

南知多町 1

119

109

大 府 市

知 多 市

27

19

美 浜 町 1

5

東 浦 町 10

阿久比町 38

78

23

35

武 豊 町 9

計 144

計

63

924

※出典：福祉行政報告例　第26　特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況（平成28年3月分報告）
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ア　目　　　的

イ　支給要件

   （ア）　父母が婚姻を解消した児童

 　（イ）　父又は母が死亡した児童

 　（ウ）　父又は母が重度の障害にある児童

 　（エ）　父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童

 　（オ）　父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童

 　（カ）　父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童

 　（キ）　婚姻によらないで生まれた児童（※ひとり親）

エ　手当の支給期間及び支給額

　  支給開始から５年間

       遺児１人あたり月額　　支給開始～３年目まで　　4,350円

                             ４年目～５年目　　　　　2,175円

                             ６年目～　　　　　　　　支給対象外

年３回（４月、８月、１２月）

扶養義務者
2,740,000

円

１人 ２人 ３人

円 1人増すごとに

オ　支給時期

両親又は父母のいずれかが死亡、重度の障害等の状態にある家庭の18歳以下（18歳に達し
た日の属する年度の末日以前）の児童を養育している者に県単独で手当を支給し、これら児童の
健全な育成と福祉の増進を図る。（事業開始 昭和45年度。なお、平成25年4月1日から公的年金
　受給者は支給対象外となった。）

3,060,000

3,120,000 3,500,000
　 　〃

  380,000円加算

受給資格者
円 円

1,920,000 2,300,000 2,680,000    380,000円加算

配　偶　者
2,360,000

（７）　遺児手当の支給状況（所管区域　：　市町）

　県内に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であって、次の
各号のいずれかに該当するもの。

ウ　所得の限度額

扶養親族等の数 ０人

平成29年4月1日現在　

４人以上
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<受給者区分別>

区分 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 合　計

受給
資格者
数

531 194 419 277 272 85 140 49 65 154 2,186

遺児数 838 307 692 432 396 127 217 81 109 230 3,429

（注）　支給停止者を含む。

<支給要件別>

区分 離婚
死亡
(事故)

死亡
(他)

障害
行方
不明

遺棄 拘禁 未婚 その他 重複 合　計

1,892 3 59 11 0 4 0 195 2 20 2,186

(86.6) (0.1) (2.7) (0.5) (0.0) (0.2) (0.0) (8.9) (0.1) (0.9) (100.0)

3,048 4 99 13 0 7 0 207 5 46 3,429

(88.9) (0.1) (2.9) (0.4) (0.0) (0.2) (0.0) (6.0) (2.0) (1.3) (100.0)

(注)１　（　）内は構成比
　　２　支給停止者を含む。
　　３　「死亡(事故)」は、交通事故。それ以外はすべて「死亡(他）」。

（単位：人、％） <受給資格者数の推移> （単位：人）

母 父 養育者 計
平成25年
3月末

平成26年
3月末

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

2,062 108 16 2,186 支給者数 2,344 2,328 2,247 2,104 2,042

(94.3) (5.0) (0.7) (100.0) 支給停止者数 149 135 166 154 144

(注)１ （　）内は構成比 計 2,493 2,463 2,413 2,258 2,186

　　２　支給停止者を含む。  

【　愛　知　県　遺　児　手　当　受　給　状　況　】

平成29年３月31日現在（単位：人）

平成29年３月31日現在（単位：人、％）

受給
資格者
数

遺児数

<受給資格者別>
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7  母子等の福祉に関すること

　　[母子家庭等に対する相談支援体制]

件
数

金　　額
件
数

金　　額
件
数
金　　額

件
数
金　　額

件
数

金　　額 件数 金　　額

円 円 円 円 円 円

半 田 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常 滑 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東 海 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大 府 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

知 多 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿久比町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東 浦 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南知多町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美 浜 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武 豊 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   　　平成29年3月末現在、5世帯（18人）を措置している。

就学支度資金 計

（３）　母子生活支援施設への入所措置（所管区域　：　町）

　 れ、同10月から父子家庭に対する支援が拡充されることになった。

　　　　母子・父子自立支援員　：　母子家庭等の就労、生活、子育て及び自立に必要な事項について、相談・

　　　　（事業開始　母子　昭和２８年度、寡婦　昭和４４年度、父子　平成２６年度）

平成29年3月31日現在 

市町名
修学資金 住宅資金

　　　母子・父子家庭や寡婦の生活の安定と向上を図るため、生活に必要な各種資金の貸付けを行っている。

技能習得資金 転宅資金

　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　配置人員　１人（所管地域　町） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導を行い母子家庭等の自立の促進を図る。

(１)　母子家庭等の自立支援事業

(２)　母子父子寡婦福祉資金貸付状況（所管区域　：　市町）　

母子及び寡婦福祉法(昭和36年法律第129号)に基づき、経済的に不安定な立場にある母子家庭や寡

婦の生活の安定と向上を図るため、経済的支援を中心とした福祉推進を図ってきたが、法改正に伴い、

平成15年度から母子相談員に替えて、母子自立支援員を設置し、総合的な母子家庭等の福祉の推進に

　 寄与している。

さらに、次世代育成支援対策の推進・強化、母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充実等の

措置が講じられ、平成26年4月から法改正により法律名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改めら
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(4)　母子家庭等自立支援給付金

      (事業開始　平成16年1月)   

   ア　自立支援教育訓練給付金

　　　　経済的自立のために県指定の職業能力講座を受講後、自立支援教育訓練給付金を支給する。

        (ア) 対象講座　:　雇用保険制度の教育訓練給付指定講座等

　　     　　　　　　　　　　　(雇用保険の被保険者期間が2年以上ある人は、原則として対象外)

        (イ) 支　給　額　:　対象講座の受講料の6割相当額   

　     　　　　　　　　　　　　（上限　20万円、　下限　12千円　)

        (ウ)  支給状況

   イ　高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金

 　　　就職に有利な資格取得と経済的自立のために1年以上養成機関で修業した場合、高等職業訓練促進

　　 給付金を支給する。

　 　　また、修業期間終了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給する。

       (ア) 対象資格　：　看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士

　　　　　　　　　　　　　　　美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師　等

       (イ) 支給期間　:　修業期間の全期間（上限36月）

       (ウ) 支　給　額

       (エ)  支給状況

支給人員(人) 支給金額(円)

5 125,000

1 25,000

0 0

0 0

3 150,000

0 0

（単位：円）

25,000

50,000

平成28年度

高等職業訓練促進給付金
区　　　分

平成23年度

平成24年度

平成25年度

564,000

区　　　分

市町村民税非課税

市町村民税課税

平成２３年度までの入学者

高等職業訓練促進給付金

141,000

70,500 70,500

支給人員(人)

6,192,000

1

平成26年度

平成27年度

10,447,500

平成23年度

6 6,336,500

平成25年度 1

平成24年度 0

0

0

支給金額(円)

18,284

5

平成26年度

　　　母子家庭の母等に対し、就職に役立つ技能や資格の取得のための講座の受講及び各種学校の養成

　 機関で修業する場合に給付金を支給し、母子家庭等の就業の促進を図る。

支給人員(人) 支給金額(円)区　　　　　分

0

0

0

平成24年度以降の入学者 平成20年４月以降の入学者

100,000

2 69,792

高等職業訓練修了支援給付金

平成27年度 0 0

1 1,200,000

9

5 4,500,000

高等職業訓練修了支援給付金

平成28年度
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205

（３）　職     員

　   　室長　（次長兼務）、室長補佐（課長補佐兼務）、家庭相談員2名（非常勤）

件

22

件

0

件

12

市

町

村

か

ら

通

告

学

校

か

ら

相

談

8　知多福祉事務所家庭児童相談室に関すること（所管区域　：　町）

（２）　分掌事務の主な事項

    ・　家庭の児童養育についての相談に関すること

    ・　要保護家庭の訪問指導に関すること

（４）　家庭児童相談の現況

    ア　受付経路別件数

（１）　設置の趣旨

     (家庭児童相談室設置要綱)

　     家庭における児童養育上の諸問題について専門的相談指導を行い、家庭児童福祉の向上を図る。

    ・　家庭児童問題の実態調査に関すること

件

538

平成28年度

平成28年度
そ

の

他

通

告

等

合

計

件

21
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平成28年度

本人自身 警察関係
他の女性
相談所

その他の
関係機関

福祉事務所
縁故者・
知人

その他 合　　計

件 件 件 件 件 件 件 件

72 3 0 1 4 0 0 80

 平成28年度

件 件 件 件 件 件 件 件

0 4 0 0 76 0 0 80

ア　受付経路別相談件数

女性相談ｾﾝ
ﾀｰへ移送

その他の関
係機関へ移

送

女性保護
施設入所

福祉事務
所へ移送

助言指導

     正法が施行され、これにより暴力被害者である女性の保護をより一層円滑かつ効果的に実施するた

     め、必要な相談等をより積極的に行うこととなった。

合　　計その他家庭へ送還

（３）　職      員

       室長(センター長兼務）、　室長補佐2名（次長、課長補佐兼務）、　女性相談員2名（非常勤）

　　 法改正により法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められ、

イ　処理状況

（４）　女性相談の現況

9　女性相談センター知多駐在室に関すること（所管区域　：　市町）

（１）　設置の趣旨

昭和３１年に「売春防止法」が公布され、婦人の保護更生を期することを目的として、昭和３２年４

     月に知多駐在室が設置された。

一方、平成１３年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（配偶者暴力

        その後、平成１６年１２月に加害者の定義の拡大、国・地方公共団体の役割強化等が図られた改

     防止法）」が公布され、平成１４年４月から全面施行された。

　　   平成２０年1月には市町村の役割強化や保護命令制度の拡充が図られ、さらに平成２６年１月から

　　 生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても法の適用対象となった。

（２）　分掌事務の主な事項

    ・　要保護女子等及び被害者の早期発見に関すること

    ・　要保護女子等及び被害者の面接調査及び相談に関すること

    　関する法律（平成１３年法律第３１号）の趣旨の普及徹底に関すること

    ・　売春防止法（昭和３１年法律第１１３号）並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
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10　知多半島圏域保健医療福祉推進会議

（１）　開催根拠
　　　愛知県圏域保健医療福祉推進会議開催要領
　　　（平成14年4月1日付け14医福第57号健康福祉部長通知。最終改正：平成27年4月1日）

（２）　目　的
　　　保健・医療・福祉に関する施策について、その円滑かつ効果的な実施のために、関係行政
　　機関、関係団体、その他関係者から意見を得ること及び関係機関等相互の連絡調整を行うこ
　　とにより保健・医療・福祉の連携を図ることを目的とする。

（３）　所掌事務

（４）　会　議
　　　会議は基幹的保健所等の長（半田保健所長）が、次に掲げる者の中から議題の内容に
　　応じ必要と認める者を招集することにより開催する。

　　　　市町村の代表、地域保健法に基づき市に設置された保健所の代表、地区医師会の代表、
　　　　地区歯科医師会の代表、地区薬剤師会の代表、病院協会代表、地区社会福祉協議会の
　　　　代表、民生児童委員代表、社会福祉施設代表、学校保健関係者代表、職域保健関係者
　　　　代表、食品衛生協会の代表、女性団体代表、警察関係代表、食生活改善協議会の代表、
　　　　学識経験者、ＮＰＯ・ボランティア団体代表、その他基幹的保健所等の長が適当と認める者

（５）　事務局
　　　会議の事務局は、以下に掲げる機関から成るものとし、基幹的保健所等の長（半田保健所
　　長）を事務局長とする。　（半田保健所、知多保健所、知多福祉相談センター）

（６）　開催状況（平成２８年度）
　　 ア　平成２8年度 第１回 知多半島圏域保健医療福祉推進会議

日　時 平成28年8月9日（火曜日）午後2時から午後2時55分まで
場　所 半田保健所　４階　大会議室

　　　 ・　介護保険施設等の整備計画について
・　地域包括ケアモデル事業について
・　愛知県地域保健医療計画（別表）に記載されている医療機関名の更新について
・　知多半島医療圏における災害医療対策について

　　 イ　平成２８年度 第２回 知多半島圏域保健医療福祉推進会議
　　　　　 日　時 平成29年2月27日月曜日　午後2時から午後2時50分まで

場　所 半田保健所　４階　大会議室
・　介護保険施設等の整備計画について
・　医療計画の見直しについて
・　愛知県地域保健医療計画（別表）に記載されている医療機関名の更新について
・　知多半島医療圏における災害医療対策について
・　愛知県地域医療構想の策定について

議　事

   ア　地域保健対策の総合的な推進及び保健所の運営に関すること。
   イ　愛知県地域保健医療計画の推進に関すること。
   ウ　健康福祉ビジョンの推進に関すること。
   エ　その他圏域における保健・医療・福祉の連携に関すること。

議　事
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11　知多半島圏域における介護保険施設等の設置状況　　                                                                                                                                                                                                            平成29年3月31日現在

定員×0．7
瑞光の里 130 LA　・　LA　・　LA 100 エスケア半田 72 (50)
第二瑞光の里 90 ゆうゆうの里 100 ウェルハートはんだ 24 (16)
瑞光の里 緑ヶ丘 100 ゆうハウス 15 エイジトピア知多 30 (21)

結生 100

むらさき野苑 88 さざんかの丘 100 サンハートライフ常滑 30 セントレアライフ常滑 30 (21)
しろやま 80 海椙の郷 40 (28)
 たきたやわらぎ邸 38 (26)

常滑市公募（名称未定） 50 (35)

東海の里 100 東海 100 ゆうえん東海 55 (38)
東海福寿園 80 サザン東海 150 ベティさんの家　太田川 60 (42)
東海清凉苑 100
レモンの樹東海 100
レセナ東海 120
愛厚ホーム大府苑 150 ルミナス大府 100 長寿の郷 60 (42)
デイパーク大府 80 キュア北崎 100 さふらん大府 50 (35)
大府の郷 100 フラワーサーチ大府 90 (63)
大府市公募（名称未定） 100

ふれあいの里 100 知多苑 146 フェリーチェ 54 (37)
知多 90 キューオーエル 100 フェリーチェ知多 60 (42)
知多共愛の里 100

阿久比一期一会荘 80 メディコ阿久比 214 エスケア阿久比 45 (31)

東和荘 80 相生 100 ベティさんの家 70 (49)
メドック東浦 120 東和荘特定施設入居者生活介護事業所 40 (28)

敬愛苑　東浦 30 (21)
敬愛苑　藤江 30 (21)

あい寿の丘 60
大地の丘 100  

ビラ・オレンジ 140 サンバーデン 122

武豊福寿園 80 榊原 100 セントレアライフ武豊 30 ひだまりの郷たけとよ 30 (21)
くすのきの里 120

計  2,488 1,647 60 958 (667)

注１　知多半島圏域保健医療福祉推進会議において整備計画が承認されたものを掲載しているため、未開設のものが含まれること。（介護保険施設等の指定等に関する取扱要領　第３第１項）
注２　混合型特定施設の定員数にあっては、各施設の定員数に０．７を乗じ端数を切り捨てたものを括弧書きとしていること。（介護保険施設等の指定等に関する取扱要領　第３第２項）

混　合　型
特　定　施　設

施設名
定　員
（人）

定　員
（人）

施設名
定　員
（人）

施設名

半 田 市

阿久比町

東 海 市

介護老人保健施設
介護専用型

東 浦 町

大 府 市

3
5

施設名
定　員
（人）

南知多町

美 浜 町

武 豊 町

介護老人福祉施設

常 滑 市

知 多 市



12　知多半島圏域における障害福祉サービス等の実績
平成28年度実績

＜訪問系サービス＞ （単位：時間分/年）

半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 計
総利用時間数 58,461 7,909 29,026 26,763 25,426 5,381 21,398 2,463 12,962 13,442 203,231
　居宅介護 47,020 7,741 28,042 20,000 18,291 4,897 20,403 1,819 4,433 12,625 165,270
　重度訪問介護 8,502 0 514 4,025 568 0 0 0 8,125 0 21,734
　同行援護 850 168 248 420 585 30 420 0 0 0 2,721
　行動援護 2,089 0 222 2,319 5,982 454 576 644 405 817 13,507
　重度障害者等包括支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜日中活動系サービス＞ （単位：人日分／年、療養介護のみ 人分／年）

生活介護 63,141 18,044 32,741 31,504 36,982 10,409 20,932 10,056 12,436 17,752 253,997
自立訓練(機能訓練) 50 0 97 24 0 0 0 0 0 0 171
自立訓練(生活訓練) 1,903 336 589 554 1,506 28 623 0 0 0 5,539
就労移行支援 8,531 1,854 3,669 2,780 3,112 373 1,659 758 653 1,365 24,754
就労継続支援(Ａ型) 10,357 1,945 13,031 11,642 6,790 606 6,512 536 1,075 3,406 55,900
就労継続支援(Ｂ型) 37,650 20,382 40,160 20,442 12,252 6,326 12,239 2,248 2,307 10,439 164,445
福祉型短期入所 2,838 500 2,465 869 2,108 501 114 570 922 715 11,602
医療型短期入所 81 15 76 0 0 26 114 5 0 0 317
療養介護 57 1,455 104 48 60 33 49 12 36 0 1,854

＜居住系サービス＞ （単位：人分/年）

グループホーム 733 13,649 692 738 673 262 381 190 144 230 17,692
施設入所支援 511 8,453 514 273 409 192 324 112 120 156 11,064

＜相談支援＞ （単位：人分/年）

計画相談支援 2,641 526 883 833 518 139 452 307 366 567 7,232
地域移行支援 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
地域定着支援 400 19 0 6 1 0 0 0 0 0 426

＜障害児通所サービス＞ （単位：人日分／年）

児童発達支援 11,021 9,699 9,022 8,316 5,989 72 5,653 37 1,626 3,403 54,838
医療型児童発達支援 359 186 2,184 186 588 68 298 0 163 70 4,102
放課後等デイサービス 25,483 7,353 13,427 7,140 9,156 3,508 9,571 842 2,848 8,203 87,531
保育所等訪問支援 109 0 50 113 72 0 0 0 0 0 344

＜障害児相談支援＞ （単位：人分/年）

障害児相談支援 1,269 196 434 368 150 40 175 33 145 221 3,031

3
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第3　児童育成課

1　児童相談センターの業務

2　業務系統図

調査 社会診断
(12②) (27⑥) (意見具申)

心理診断 　　　　（意見照会）

相談の受付 受理会議 医学診断 判 定 援助方針 援助内容の

（判定会議） 会 議 決 定
　・相談 　・面接受付 一時保護 行動診断 (12②)

　・通告 　・電話受付 保護/観察/指導

　・送致 　・文書受付 （33）

その他の診断

福祉事務所 (子ども、保護者、関係

児童委員 機関等への継続的援助)

県・市町村 （結果報告、方針の再検討）

児童福祉施設等
警察署
家庭裁判所 (受理、判定、援助方針会議)

保健所
医療機関
学校
教育委員会
里親
家族・親戚
近隣・知人
児童本人
その他

（数字は児童福祉法の該当条項）

児童相談センターは、児童福祉法第１２条に基づき設置された児童福祉行政の専門機関であ

　　り、業務は次のとおりである。

（１） 児童及び妊産婦の福祉に関する市町村の業務に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村

　　　　に対する情報の提供などを行う。

　（２）　児童に関する家庭からの相談のうち、専門的な知識及び技術を要するものに応ずる。

（３） 児童及びその家庭について、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的

　　　　及び精神保健上の判定を行い、その改善について指導を行う。

　（４）　児童を児童福祉施設に入所させ、又は里親等に委託して、その福祉を図る。

　（５）　児童の一時保護が必要と認められる場合に、一時保護を行う。

６　家庭裁判所送致(27①Ⅳ、27の３)

７　家庭裁判所への家事審判の申立て

（１）施設入所の承認(28①②)

（２）親権喪失宣告の請求(33の7)

（３）後見人選任の請求(33の8)

（４）後見人解任の請求(33の9)

２　児童福祉施設入所措置(27①Ⅲ)

　　指定医療機関委託(27②)

３　里親、小規模住居型児童養育事業委託措置(27①Ⅲ)

４　児童自立生活援助の措置(33の6①)

５　福祉事務所送致、通知(26①Ⅲ、63の4、63の5)

　　都道府県知事、市町村長報告、通知(26①Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ)

　イ　児童委員指導(26①Ⅱ、27①Ⅱ)

　ウ　児童家庭支援センター指導(26①Ⅱ、27①Ⅱ)

　エ　知的障害者福祉司、社会福祉主事指導(26①Ⅱ、27①Ⅱ)

　オ　障害児相談支援事業を行う者の指導(26①Ⅱ、27①Ⅱ)

　カ　指導の委託(26①Ⅱ、27①Ⅱ)

（３）訓戒、誓約措置(27①Ⅰ)

（１）措置によらない指導(12②)

　ア　助言指導

　イ　継続指導

　ウ　他機関あっせん

（２）措置による指導

　ア　児童福祉司指導(26①Ⅱ、27①Ⅱ)

都道府県児童福祉審議会

援助の実行

援助の終結、変更
※　援助内容

１　在宅指導

（６） 児童の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、親権喪失等の

請求を行うことができる。また、必要があるときは、後見人の選任及び解任の請求を行

　　　　う。
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3　相談の状況
（１）　相談の分類

４　肢体不自由相談

５　視聴覚障害相談

７　重症心身障害相談

８　知的障害相談

９　自閉症相談

14　適性相談

15　育児・しつけ相談

に関する相談

非行や精神疾患、養護問題が主である場合には、それぞれの相談に分類する。

育
成
相
談

児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する次の行為に関する相談

１　児童虐待相談

触法行為があったとして警察署から法第２５条による通告のあった児童、犯罪

少年に関して家庭裁判所から送致のあった児童に関する相談

受け付けた時点では通告がなくとも、調査の結果、通告が予定されている児童

に関する相談についてもこれに該当する。

12　性格行動相談

13　不登校相談

児童の人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内気、

不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等、性格もしくは行動上の問題を

有する児童に関する相談

学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校（園）していない状態にある児童

６　言語発達障害等
　　相談

虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、もしくは飲酒、

喫煙等の行動のある児童、警察署からぐ犯少年として通告のあった児童、又は

触法行為があったと思料されても警察署から法２５条による通告のない児童に

関する相談

10　ぐ犯行為等相談

未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患（精神疾患を含

む）等を有する児童に関する相談

構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ児童、言語発達遅滞、

学習障害、注意欠陥多動性障害を有する児童等に関する相談

ことばの遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の問題等、他の相談種別

に分類される場合は、それぞれの相談に分類する。

知的障害児に関する相談

16　その他の相談 上記のいずれにも該当しない相談

父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による

養育困難児、棄児、迷子、被虐待児、被放任児、親権を喪失した親の子、後

見人を持たぬ児童等環境問題を有する児童、養子縁組に関する相談

養
護
相
談

２　その他の相談

保
健

３　保健相談

自閉症若しくは自閉症と同様の症状を呈する児童に関する相談

進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談

家庭内での幼児のしつけ、児童の性教育、遊び等に関する相談

11　触法行為等相談

（４）保護の怠慢・拒否（ネグレクト）

  保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為及び棄児

障
害
相
談

肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談

盲（弱視を含む）、ろう（難聴を含む）等視聴覚障害児に関する相談

重症心身障害児（者）に関する相談

（３）心理的虐待

　暴言や差別などの心理的外傷を与える行為

　　　相談の種類は、次の１６の種別に分類される。

（１）身体的虐待

　生命・健康に危険のある身体的な暴行

（２）性的虐待

　性交、性的暴力、性的行為の強要
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（２）　年度別・区分別・地区別受付件数の推移

半

田

市

常

滑

市

東

海

市

大

府

市

知

多

市

阿

久

比

町

東

浦

町

南

知

多

町

美

浜

町

武

豊

町

管

轄

外

計

半

田

市

常

滑

市

東

海

市

大

府

市

知

多

市

阿

久

比

町

東

浦

町

南

知

多

町

美

浜

町

武

豊

町

管

轄

外

計

虐 待 115 24 99 42 60 23 30 10 6 32 2 443 145 42 82 39 84 44 33 5 16 49 11 550

その他 85 39 27 36 55 16 31 8 7 28 14 346 43 22 70 24 25 14 14 5 14 27 11 269

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4

0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 7 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 5 4 3 1 2 0 2 2 0 23 4 1 8 5 2 0 2 0 0 0 1 23

163 78 147 96 80 38 84 16 24 55 2 783 135 72 163 121 88 30 42 11 36 81 3 782

7 7 5 8 5 0 5 0 1 3 1 42 14 11 15 6 3 3 1 1 1 9 0 64

5 2 5 0 2 0 0 0 1 1 2 18 5 3 4 1 1 0 3 0 0 2 2 21

5 4 5 2 6 0 2 0 0 6 0 30 15 0 5 7 3 0 0 0 0 0 0 30

46 10 12 6 7 3 2 2 4 26 6 124 20 7 12 8 6 4 4 0 1 13 5 80

5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 9 3 4 1 1 1 2 2 0 1 5 2 22

6 1 7 1 3 0 1 0 0 5 0 24 10 4 4 1 0 2 0 0 1 4 0 26

7 0 7 0 0 0 2 0 0 13 4 33 7 3 3 5 1 0 1 0 2 12 5 39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 2 9 ―

447 167 325 195 222 81 161 36 46 171 33 1,884 407 169 370 221 219 99 102 22 72 202 44 1,927

3
9

9

789

合 計

育
成
相
談

855

48

190
不 登 校

2

障
害
相
談

881

障
害
相
談

非
行
相
談

重 症 心 身

知 的 障 害

し つ け

（単位：件）
平成２7年度

大

分

類

平成２8年度

そ の 他

自閉症・発達
障 害 相 談

ぐ 犯

触 法 行 為 等

性 格 行 動

適 性

前
年
度
比

(

%

)

△ 12.1%

819 3.8%

3.0%

6.3%

非
行
相
談

51

育
成
相
談

167

大

分

類

区 分

養 護

保 健

肢 体 不 自 由

視 聴 覚 障 害

言語発達障害



（３）　相談種別・処理別の状況

助

言

指

導

継

続

指

導

他
機
関
あ
っ

せ
ん

入

所

通

所

虐 待 425 90 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 21 0 545

そ の 他 202 24 5 0 0 0 0 12 0 0 10 0 19 0 272

4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 25

782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 785

63 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64

12 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 20

0 0 0 15 0 0 11 2 0 0 0 0 0 2 0 30

71 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 79

19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

1,676 129 9 15 0 0 11 23 0 0 12 0 12 43 0 1,930

そ の 他

自 閉 症

ぐ 犯

区 分

養 護

保 健

肢 体 不 自 由

平成28年度（単位：件）
里

親

委

託

障

害

児

施

設

利

用

契

約

そ

の

他

未

処

理

児童福祉
施　　設

合

計

フ
ァ

ミ

リ
ー

ホ
ー

ム

合 計

面接指導
児

童

福

祉

司

指

導

児

童

委

員

の

指

導

不 登 校

触 法 行 為 等

重 症 心 身

適 性

し つ け

知 的 障 害

家

庭

裁

判

所

送

致

性 格 行 動

視 聴 覚 障 害

言 語 発 達 障 害

指
定
医
療
機
関
委
託

訓

戒

制

約

 40



診

察

・

指

導

医

学

的

検

査

そ

の

他

知

能

検

査

発

達

検

査

人

格

検

査

そ

の

他

の

検

査

面

接

・

監

察

・

指

導

医

師

児

童

心

理

司

等

児

童

福

祉

司

等

そ

の

他

の

所

員

児童 2,717 129 0 1 751 122 36 5 190 0 0 105 1 0

（再掲）児童虐待 1,482 0 0 0 31 3 8 0 72 0 0 41 1 0

（再掲）非行 189 0 0 0 16 0 22 0 57 0 0 51 0 0

保護者 7,496 0 0 0 0 0 0 0 845 0 0 30 0 0

（再掲）児童虐待 4,450 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 28 0 0

（再掲）非行 312 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0

その他 10,539 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0

（再掲）児童虐待 5,942 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0

（再掲）非行 543 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

計 20,752 129 0 1 751 122 36 5 1,131 0 0 135 1 0

（再掲）児童虐待 11,874 0 0 0 31 3 8 0 125 0 0 69 1 0

（再掲）非行 1,044 0 0 0 16 0 22 0 62 0 0 52 0 0

調
査
・
社
会
診
断
指
導

（４）　調査・診断及び心理療法・カウンセリング等の実施状況

4
1

平成28年度（単位：件）

医学的診断指導 心理診断指導 心理療法・カウンセリング等そ
の
他
の
診
断
指
導



（５）－１　養護相談

　　　イ　養護相談の延対応件数等

件 数 延 件 数 平均対応件数 件 数 延 件 数 平均対応件数

459 14,969 32.6 339 10,707 31.6

545 11,874 21.8 272 7,161 26.3

（５）－２　虐待相談
　　　ア　相談経路別対応件数

区分
都道府県・
指定都市

市町村
児童福祉施
設・指定医

療機関
警察等 家庭裁判所 医療機関 学校等

２７年度 19 30 5 297 0 31 7

２８年度 20 32 9 348 0 20 13

里親 本人 家族 親戚 近隣・知人 その他 合計

5 4 24 0 37 0 459

2 3 36 4 56 2 545

放 任

保 護 者 の 精 神 障 害 等

保 護 者 の 生 活 能 力 が 低 い

保 護 者 の 知 恵 遅 れ

虐 待 通 報 の み

そ の 他

死　　亡 1

　　　ア　原因別の状況（平成２８年度実績）

原　　因 件　　数

家　　出 2

（単位：件）

離　　婚 0

経済的理由 6

58

16

保護者の拘禁 10

家庭環境

家 庭 不 和

9

0

91

272

虐待相談 その他の相談

42

非嫡出子、その他 4

（単位：件）

平成27年度

平成28年度

出    産

傷　　病

3

14

（単位：件）

合計

16
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イ　虐待相談の主な虐待者（２８年度実績）

区 分 実 父 実父以外の父親 実 母 実母以外の母親 そ の 他 合 計

相 談 件 数 289 21 208 2 25 545

ウ　２８年度における被虐待児の年齢と虐待内容

身体的虐待 性 的 虐 待 心理的虐待 ネグレクト 合 計

0～3歳未満 14 1 77 22 114

3 ～ 就 学 前 33 0 76 33 142

小 学 生 45 0 101 26 172

中 学 生 29 2 40 8 79

高校生・その他 12 2 18 6 38

合 計 133 5 312 95 545

エ　対応状況

区 分 助 言 指 導 継 続 指 導 他機関斡旋 福祉司指導 施 設 入 所 里 親 委 託 そ の 他 合 計

２ ７ 年 度 347 72 0 0 23 9 21 472

２ ８ 年 度 425 90 0 0 8 1 21 545

オ　市町村別受付状況

区 分 半 田 市 常 滑 市 東 海 市 大 府 市 知 多 市 阿 久 比 町 東 浦 町 南 知 多 町

２ ７ 年 度 118 29 100 43 64 24 26 9

２ ８ 年 度 145 42 82 39 84 44 33 5

美 浜 町 武 豊 町 そ の 他 合 計

6 37 3 459

16 49 11 550

（単位：件）

（単位：件）

区分

２ ８ 年 度

（単位：件）

（単位：件）
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カ　児童福祉施設等への措置状況
平成28年度（単位：人）

9 122 26 11 1 0 1 2 17 10 5

10 114 25 9 2 0 1 3 16 10 5

※1　乳児院 乳児を入所させて養育する。

※2　児童養護施設

る。

※3　情緒障害児短期治療施設

軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、情緒障害を治療する。

※4　児童自立支援施設

要な指導を行い、その自立を支援する。

※5　ファミリーホーム

住居をファミリーホームとする。

キ　里親

（ア）里親制度

　　親を区別し、養育里親の要件として一定の研修を修めるよう児童福祉法が改正された。

　　図り、里親委託可能な児童については、積極的に委託を推進するよう取り組んでいる。

（イ）里親の種類

　　ａ　養育里親 …

　　ｂ　専門里親 …

識等を用いて養育

　　ｃ　養子縁組前提里親

… 将来、養子縁組を前提とした子どもの養育

　　ｄ　親族里親 … 子どもの三親等内の親族が養育

（ウ）里親登録及び委託状況

27年度
28年度

肢
体
不
自
由
児
施
設

重

症
心

身

障

害

児

施

設

児

童

自

立

支

援

施

設

※

4

フ

ァ

ミ

リ

ー

ホ

ー

ム

※

5

里

親

国

立
病

院

機

構

・

指

定

医

療

機

関

委託率(B/A）

虐待等により心に傷を受けた子どもや障害のある子ども等を専門的な知

親の病気や離婚、虐待等様々な事情により、家庭で生活できなくなった子どもたちを家庭

区分

乳

児

院

※

1

児

童

養

護

施

設

※

2

知
的
障
害
児
施
設

情
緒
障
害
児
短
期

治
療
施
設

※
3

合

計

盲

児
ろ

う

あ

施

設

37 9 10 24.3

27年度末措置人員 204

28年度末措置人員 195

里親登録数（A) 受託里親数（B)

保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童

（乳児を除く）を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援す

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理

由により生活指導等を要する児童を入所させ、個々の児童の状況に応じて必

保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を

36 10 10 27.8
受託児童数

入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援する。養育者が自らの

的な雰囲気の中で養育する制度であり、児童・障害者相談センターでは、そのような里親を

開拓し、養育を委託している。平成２１年４月からは養子縁組を前提とした里親と養育里

本県では、里親制度の普及と里子委託の推進のため、里親同士の交流を図る里親交流促進

（里親サロン）事業、里親をサポートする養育支援（ヘルパー派遣）事業や里親会の育成を

家庭に戻れるまで、または１８歳（場合によっては２０歳）まで養育
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（６）　非行相談

　ア　ぐ犯の内容別件数（２８年度実績）

　イ　触法の内容別件数（２８年度実績）

（７）　障害相談

　ア　内容別件数（２８年度実績）

　イ　療育手帳台帳管理件数（２８年度実績）

6 0

不純異性交遊 家出・外泊
校則違反・授
業妨害・校内

暴力
窃盗・万引き

1

1

就労しない

01

怠学

家庭内暴力
強制わいせ
つ・強姦

金銭持ち出し 暴行・傷害

1

52

4 0

1 0 1

10 0 2 0 1

喫煙・飲酒

放火 その他

7 29

7 19

0

4 0

暴行・傷
害

器物損壊
強制わい
せつ・強

姦

校則違
反・授業
妨害・校
内暴力

万引き
自転車バ
イク窃盗

車上荒ら
し等

窃　盗

その他
計

不良交友

0

0

0

計

10

20

20 0

0

0

0 0

7

0

7

2 2 4

0

3 4 0 0 3 2

2

27

0 0 2 0 0 0 0 0

区分

2

2 2 6 3 4 0 0 3

男

女

計

29

*複数回答（単位：件）

*複数回答（単位：件）

区分

男

女

計

7

療育手帳 一般教育 利用契約 その他特別児童扶養手当

877

（単位：件）

Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定 計

施設入所 就園・就学・就職 計

704

457 287 665 1,409

（単位：件）

0130 1 6 29
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